
■
愛
知
県
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

　

愛
知
県
で
は
、
人
口
減
少
・
超
高
齢
社

会
の
到
来
、
社
会
経
済
活
動
の
広
域
化
や

市
町
村
合
併
の
進
展
な
ど
に
対
応
す
る
た

め
、
都
市
計
画
区
域
の
再
編（
20
→
６
区

域
）を
は
じ
め
と
し
た
都
市
計
画
の
見
直
し

を
進
め
て
い
ま
す
。

▼
変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
名
称
＝
東
三

河
都
市
計
画
区
域
（
豊
橋
渥
美
、
宝
飯
及
び

新
城
都
市
計
画
区
域
）　

▼
変
更
（
案
）
＝

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の

方
針
／
区
域
区
分
／
臨
港
地
区　
▼
縦
覧
期

間
＝
６
月
11
日（
金
）～
25
日（
金
）
／
県
庁・

市
役
所
執
務
時
間
中　
▼
縦
覧
場
所
＝
愛
知

県
建
設
部
都
市
計
画
課
・
田
原
市
役
所
都
市

建
設
部
街
づ
く
り
推
進
課　

▼
そ
の
他
＝
縦

覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
愛
知
県
に
意
見

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
田
原
市
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案

▼
変
更
後
の
都
市
計
画
区
域
の
名
称
＝
東

三
河
都
市
計
画
区
域
（
豊
橋
渥
美
、
宝
飯

及
び
新
城
都
市
計
画
区
域
）　
▼
変
更（
案
）

＝
用
途
地
域
の
新
規
指
定
お
よ
び
変
更
①

田
原
市
白
浜
2
号
の一
部
（
市
街
化
区
域
に

編
入
す
る
区
域
［
新
規
指
定
］）
②
田
原
市

白
浜
2
号
の一
部
（
既
存
の
用
途
地
域
を
変

更
す
る
区
域
）
③
田
原
市
赤
羽
根
町
西
瀬

古
の一
部
（
市
街
化
調
整
区
域
に
編
入
す
る

区
域
［
指
定
の
解
除
］）
④
田
原
市
田
原
町

清
谷
・
南
番
場
の一
部
（
既
存
の
用
途
地
域

を
変
更
す
る
区
域
）
／
道
路
の
起
終
点
の

変
更
（
都
市
計
画
道
路　

神
戸
赤
石
線
）

▼
縦
覧
期
間
＝
６
月
11
日
（
金
）
～
25
日

（
金
）
／
市
役
所
執
務
時
間
中　

▼
縦
覧

場
所
＝
街
づ
く
り
推
進
課　
▼
そ
の
他
＝
縦

覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
田
原
市
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画
課

☎（
０
５
２
）９
５
４
局
６
５
１
５

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23
局
３
５
２
３　

22
局
３
８
１
１

　

田
原
公
共
下
水
道
（
田
原
処
理
区
）
お

よ
び
田
原
公
共
下
水
道
（
渥
美
処
理
区
）

の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
に
係
る
図
書

を
、
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
し

て
い
ま
す
。

▼
縦
覧
時
間
＝
市
役
所
執
務
時
間
中　

▼
縦
覧
場
所
＝
下
水
道
課

▼
下
水
道
課

☎
23
局
３
５
２
５　

22
局
３
１
８
４

　

次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
４
月
16
日
、
豊
橋
ベ
ン
チ
ャ
ー
ク
ラ
ブ

会
長　

小
笠
原
明
美
様
か
ら
地
域
社
会
へ

の
貢
献
の
た
め
絵
本
23
冊
。

▼
４
月
27
日
、
株
式
会
社
河
合
組　

代
表

取
締
役
会
長　

河
合
登
様
か
ら
、
野
田
小

学
校
の
図
書
館
充
実
の
た
め
金
30
万
円
。

付
方
法
が
従
来
と
一
部
変
更
に
な
る
だ
け

で
、
年
間
税
負
担
額
が
増
え
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

◦
対
象
の
方

　

平
成
21
年
中
に
公
的
年
金
な
ど
の
支
払

い
を
受
け
、
平
成
22
年
４
月
１
日
に
お
い

て
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税

の
年
金
を
除
く
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
65
歳
以
上
の
方

◦
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
る
金
額

　

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
か
ら
算
出
さ

れ
た
税
額
が
公
的
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
ま

す
。
年
金
特
徴
対
象
の
方
に
は
、
市
か
ら

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
（
６
月
中
旬
発
送

予
定
）。
特
別
徴
収
予
定
の
金
額
を
納
税

通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　

平
成
21
年
度
か
ら
、
公
的
年
金
か
ら
の

市
民
税
、
県
民
税
の
特
別
徴
収
（
年
金
特

徴
）
が
始
ま
り
ま
し
た
。
年
金
か
ら
の
特

別
徴
収
が
開
始
さ
れ
て
も
年
間
税
額
の
納

公
的
年
金
か
ら
住
民
税
を

特
別
徴
収（
天
引
き
）し
ま
す

■特別徴収の納付方法例

徴収方法 普通徴収
（自分で納付・口座振替）

特別徴収
（年金から徴収）

納付月 1期（６月） 2期（8月） 10月 12月 2月

税額 年税額の４分の１ 年税額の６分の１

①初めて65歳以上に該当する方（昭和19年4月3日～昭和20年4月2日生まれ）

②特別徴収2年目以降の方

徴収方法 特別徴収
（仮徴収）

特別徴収
（本徴収）

納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額 前年度2月と同額 年税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1

都
市
計
画
の
変
更
案

豊
橋
渥
美
都
市
計
画
下
水
道
事
業
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